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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月23日(2012.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者の腹側に配される腹側シート部材と、着用者の背側に配される背側シート部材と
、腹側シート部材及び背側シート部材に架け渡して固定された吸収性本体とを具備し、腹
側シート部材と背側シート部材の両側縁部に、腹側シート部材と背側シート部材とが接合
されて形成された一対のサイドシール部を有するパンツ型吸収性物品であって、
　前記背側シート部材は、長方形状を有し、吸収性物品縦方向の長さが前記サイドシール
部の同方向の長さより長く、該サイドシール部より下方に延出する背側延出部を有してお
り、
　前記吸収性本体は、縦長の吸収体、及び該吸収体の長手方向の両側縁それぞれより外方
に位置し、少なくとも股下部に側部ギャザーを形成する側部シート部を有しており、
　前記側部シート部は、前記背側シート部材と重なる部分の股下部寄りの部分に、該背側
延出部に対して接合されていない非接合部を有しており、
　前記側部ギャザーを形成する弾性部材が、前記非接合部にも延在しており、前記側部シ
ート部が該非接合部においても伸縮性を発現するようになされており、
　前記腹側シート部材は、長方形状を有し、吸収性物品縦方向の長さが前記サイドシール
部の同方向の長さより長く、該サイドシール部より下方に延出する腹側延出部を有してお
り、該腹側延出部は、該腹側延出部に配された弾性部材によって吸収性物品幅方向に伸縮
する延出部伸縮部を有しているパンツ型吸収性物品。
【請求項２】
　股下部における前記側部シート部には、それぞれ、前記側部ギャザーを形成する弾性部
材が複数本配されており、それらの総てが側部ギャザーの幅方向における中央位置より自
由端側に配されている請求項１記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項３】
　前記側部ギャザーを形成する弾性部材は、前記側部ギャザーの自由端には配されていな
い請求項１又は２記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項４】
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　前記吸収性本体における、前記吸収体を有する幅方向中央部が、前記背側シート部材に
おける、両側縁部にサイドシール部を有する部分である背側シート部材本体、及び前記腹
側シート部材における、両側縁部にサイドシール部を有する部分である腹側シート部材本
体のそれぞれに対して固定されている、請求項１～３の何れか１項記載のパンツ型吸収性
物品。
【請求項５】
　前記非接合部は、少なくとも前記弾性部材が配された位置より幅方向外方が、前記背側
シート部材に接合されていない、請求項１～４の何れか１項記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項６】
　前記側部シート部は、前記背側シート部材と重なる部分における、前記吸収性本体の長
手方向の端部寄りの部分に、該背側シート部材に対して接合されている接合部を有してい
る、請求項１～６の何れか１項記載のパンツ型吸収性物品。
【請求項７】
　前記側部シート部は、吸収性物品横方向の外方側に倒した状態で前記腹側シート部材に
固定されており、
　前記側部シート部が、前記腹側シート部材と重なる部分においても伸縮性を発現するよ
うになされている請求項１～６の何れか１項記載のパンツ型吸収性物品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　腹側シート部材２Ａは、おむつ（吸収性物品）縦方向（Ｘ方向）の長さＬａが、サイド
シール部４の同方向の長さＬ４より長く、該サイドシール部４より下方（着用時における
下方）に延出する腹側延出部２１ａを有している。また、背側シート部材２Ｂは、おむつ
（吸収性物品）縦方向（Ｘ方向）の長さＬｂが、サイドシール部４の同方向の長さＬ４よ
り長く、該サイドシール部４より下方（着用時における下方）に延出する背側延出部２１
ｂを有している。以下、腹側シート部材２Ａにおける、両側縁部にサイドシール部４，４
を有する部分（腹側延出部２１ａ以外の部分）を腹側シート部材本体２０ａ、背側シート
部材２Ｂにおける、両側縁部にサイドシール部４，４を有する部分（背側延出部２１ｂ以
外の部分）を、背側シート部材本体２０ｂともいう。
　なお、着用時における上方はウエスト開口部５側であり、着用時における下方はレッグ
開口部６，６側である。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本実施形態のおむつ１は、吸収性本体３の長手方向の両側部に、吸収性本体３の長手方
向に沿って延びる一対の立体ギャザー形成部３８を有している。
　立体ギャザー形成部３８は、シート材３５と、該シート材３５に固定された立体ギャザ
ー形成用の弾性部材３９とを有してなる。立体ギャザー形成部３８は、少なくとも股下部
Ｃに立体ギャザー３８ｃを形成する。本実施形態のおむつ１におけるシート材３５は、１
枚のシートが、立体ギャザー形成部３８における、立体ギャザー３８ｃの自由端側の端部
３８ａに配される折り曲げ部に沿って２つ折りされて２層構造とされている積層シートで
あり、該積層シートの層間に弾性部材３９が接着剤を介して固定されている。また、その
積層シートは、側部シート部３４における、側部ギャザー３４ｃの自由端側の端部３４ａ
に配される折り曲げ部に沿って更に２つ折りされており、それによって相対向した２枚の
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積層シート間に弾性部材３６が接着剤を介して固定されている。また、その積層シートど
うしは、吸収体３３の側縁部の近傍、より詳細には側縁部のやや外方の位置に形成された
線状接合部３０において、両者間に表面シート３１を介在させた状態で接合一体化されて
いる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　線状接合部３０は、図２に示すように、長方形状の吸収体３３の両側縁部それぞれに沿
って延びており、また、吸収体３３及び吸収性本体３のＸ方向の全長に亘って延びている
。線状接合部３０は、連続直線状に形成されていることが好ましいが、点線状に形成され
ていても良い。また、線状接合部３０を形成する際の接合方法としては、ヒートシール、
超音波シール、高周波シール、接着剤の各種公知の接合方法が用いられる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　吸収性本体３は、長手方向の一端側（腹側シート部材２Ａと重なっている部分）が、腹
側シート部材２ＡのＹ方向の中央部に接着剤８を介して固定され、長手方向の他端側（背
側シート部材２Ｂと重なっている部分）が、背側シート部材２ＢのＹ方向の中央部に接着
剤８を介して固定されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　非接合部３４Ｎの長さＬ２（背側シート部材２Ｂの下端部２ｃからのＸ方向の長さ，図
２参照）は、背側延出部２１ｂの延出長さＬ６に対する比（Ｌ２／Ｌ６）が０．５～１．
５、特に０．７～１．２であることが好ましい。また、幼児用のおむつの場合、非接合部
３４Ｎの長さＬ２は、２５～７５ｍｍ、特に３５～６０ｍｍであることが好ましく、成人
用のおむつの場合、非接合部３４Ｎの長さＬ２は、３５～１１５ｍｍ、特に５０～９０ｍ
ｍであることが好ましい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３９】
　本実施形態のおむつ１における側部シート部３４，３４は、腹側シート部材２Ａの腹側
延出部２１ａに対して、図２及び図６に示すように、おむつ１の横方向（Ｙ方向）の外方
側に倒した状態で固定されている。より具体的には、側部シート部３４，３４は、腹側シ
ート部材本体２０ａと重なる部分を含めた腹側シート部材２Ａと重なる部分の全域におい
ておむつ１の横方向（Ｙ方向）の外方側に倒した状態で腹側シート部材２Ａに固定されて
いる。
　また、側部シート部３４，３４は、腹側シート部材２Ａと重なる部分においても伸縮性
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を発現するようになされている。具体的には、側部ギャザーを形成する弾性部材３６が、
側部シート部３４の腹側シート部材２Ａに固定される部分にも延在しており、当該部分に
伸縮性を付与している。
　斯かる構成によって、腹側シート部材２Ａの弾性部材２４と側部シート部３４の弾性部
材３６とが連動し、腹側シート部材２Ａの着用者の身体へのフィット性が向上する。
　また、腹側シート部材２Ａが腹側延出部２１ａを有する場合は、側部シート部３４は、
腹側延出部２１ａに対して上記態様で固定されていることが好ましく、腹側シート部材２
Ａが腹側延出部２１ａを有しない場合は、腹側シート部材２Ａの下縁部２ｃ寄り部分に対
して上記態様で固定されていることが好ましい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４６】
　第２実施形態のおむつ１’においては、図８に示すように、表面シート３１が、吸収体
３３の裏面側に巻き下げられており、吸収体３３の裏面シート３２側における吸収体３３
の側縁から離間した位置に、表面シート３１の巻き下げられた部分と側部ギャザー３４ｃ
形成用のシート材３５とが接合された接合点８１が形成されている。おむつ１’における
吸収体３３は、股下部Ｃに配された部分に左右一対の折曲誘導部３３３を備えた平面視矩
形状の下部吸収性コア３３１と、下部吸収性コア３３１より小型で、下部吸収性コア３３
１上に積層された上部吸収性コア３３２と、これらを被覆するコアラップシート（図示略
）から形成されている。折曲誘導部３３３は、パルプ繊維等の吸収性コアの構成材料が配
されていない欠落部、吸収性コアの構成材料が他の部分に比して少ない低坪量部、スリッ
ト等であり、曲げ剛性を低減して、吸収体３３の両側部が立ち上がり易くするものである
。
　第２実施形態のおむつ１’も、第１実施形態と同様に、側部シート部３４及び立体ギャ
ザー形成部３８を有しており、それらは股下部Ｃにおいて、側部ギャザー３４ｃ及び立体
ギャザー３８ｃを形成するが、それらの起立端を形成する線状接合部３０は、折り返して
相対向させたシート材３５どうしを接合して形成されている。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　第２実施形態のおむつ１’における側部シート３４においても、図８（ｃ）に示すよう
に、背側シート部材２Ｂと重なる部分における、吸収性本体３の端部３ｂ寄りの部分に、
おむつ横方向の外方側に倒した状態で背側シート部材２Ｂに固定されている接合部３４Ａ
を有する一方、図８（ｂ）に示すように、背側シート部材２Ｂと重なる部分の股下部Ｃ寄
りの部分に、該背側延出部２１ｂに対して接合されていない非接合部３４Ｎを有している
。そして、側部シート３４は、その非接合部３４Ｎにおいても伸縮性を発現する。
　そのため、第２実施形態のおむつ１’においても、第１実施形態と同様の作用効果が奏
し得られる。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４８】
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　第３実施形態のおむつ１”においては、図１０に示すように、表面シート３１と裏面シ
ート３２が、吸収体３３の両側縁部それぞれの外方で互いに接合されており、その接合部
を上下から挟むようにシート材３５が一体化されて線状接合部３０が形成されている。お
むつ１”における吸収体３３は、平面視砂時計状の下部吸収性コア３３１と、下部吸収性
コア３３１より小型で、下部吸収性コア３３１上に積層された上部吸収性コア３３２と、
これらを被覆するコアラップシート（図示略）から形成されている。
　第３実施形態のおむつ１”も、第１実施形態と同様に、側部シート部３４及び立体ギャ
ザー形成部３８を有しており、それらは股下部Ｃにおいて、側部ギャザー３４ｃ及び立体
ギャザー３８ｃを形成する。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　第３実施形態のおむつ１”における側部シート３４においても、図１０（ｃ）に示すよ
うに、背側シート部材２Ｂと重なる部分における、吸収性本体３の端部３ｂ寄りの部分に
、おむつ横方向の外方側に倒した状態で背側シート部材２Ｂに固定されている接合部３４
Ａを有する一方、図１０（ｂ）に示すように、背側シート部材２Ｂと重なる部分の股下部
Ｃ寄りの部分に、該背側延出部２１ｂに対して接合されていない非接合部３４Ｎを有して
いる。そして、側部シート３４は、その非接合部３４Ｎにおいても伸縮性を発現する。
　そのため、第３実施形態のおむつ”においても、第１実施形態と同様の作用効果が奏し
得られる。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は上述した実施形態
に制限されず適宜変更可能である。
　例えば、腹側延出部２１ａは、それ自体を設けないこともでき、また、腹側延出部２１
ａは設けるが、そこには弾性部材２４を配さない形態とすることもできる。
　接合部３４Ａを形成する接合方法として、接着剤に代え又は接着剤と共に、ヒートシー
ル、高周波シール、超音波シール等の他の接合手段を用いても良い。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図８
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図８】
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